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長崎県最低賃金は、「平成２２年１１月４日から１時間６４２円」に改正されました。 
労働者に支払う賃金が最低賃金額以上かどうかを確認し、最低賃金法違反にならないようにし

ましょう。（派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。） 
※特定の産業には「特定(産業別)最低賃金」が適用されています。（長崎県は下記の３業種。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

詳しくは、長崎労働局労働基準部賃金室（095-801-0033）、 

又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。 

長崎労働基準監督署 095(846)6353 島原労働基準監督署 0957(62)5145 
長崎監督署五島駐在事務所 0959(72)2951 諫早労働基準監督署 0957(26)3310 
佐世保労働基準監督署 0956(24)4161 対馬労働基準監督署 0920(52)0234 
江迎労働基準監督署 0956(65)2141 対馬監督署壱岐駐在事務所 0920(47)0467 

 

必必ずずチチェェッックク最最低低賃賃金金！！  

使使用用者者もも  労労働働者者もも  

１時間  ６４２円
平成２２年１１月４日から 

＊平成２２年１１月３日までは、１時間６２９円です。 

計算例 
①時間給の場合 
時間給≧６４２円 

②日給の場合 

日給÷1日の所定労働時間≧６４２円 
③月給の場合 
年間所定労働日数 260日 
月額 110,000円      で働いている場合 
所定労働時間は毎日 8時間 
計算式に当てはめると、                  

 

＝６３４円６２銭 ＜ ６４２円 

この場合は最低賃金を満たしていないことになります。 

最低賃金額以上かどうかの調べ方 

※月額で計算する場合 
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当 
②時間外、休日、深夜労働に対する賃金 
③賞与等、臨時の賃金 
は、最低賃金の対象とはなりませんので除い

てください。 
月給 110,000円×12か月 

年間所定労働日数 260日×8時間 

－ガンバさんとランバさんの会話－ 
ガンバ「あんたんとこの会社は最低賃金ば、

守っとらすね？」 
ランバ「去年上がったけん大丈夫やろ」 
ガンバ「今年は１３円上がって６４２円に 

なったとばい！」 
ランバ「そりゃ、確かめてみらんば！」 






